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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属板と、前記金属板の片面又は両面に形成された発泡ゴム層とを有するシーリング材
であって、
　前記発泡ゴム層の独立気泡率は５０％以上であり、
　前記発泡ゴム層の表面のＪＩＳ　Ｂ　０６０１－２００１に準拠した方法により測定さ
れる最大高さＲｚは４０μｍ以下であり、
　水中に浸漬した後にＪＩＳ　Ｋ５６００－５－６に準拠したクロスカット法により試験
された結果が分類０、分類１又は分類２に該当する
　ことを特徴とするシーリング材。
【請求項２】
　前記発泡ゴム層は、熱分解型発泡剤を含むゴム組成物層の発泡体である
　ことを特徴とする請求項１に記載のシーリング材。
【請求項３】
　金属板と、前記金属板の片面又は両面に形成された発泡ゴム層とを有するシーリング材
を製造する方法であって、
　前記金属板の前記片面又は前記両面に形成されたゴム組成物層を架橋温度以上、発泡温
度未満の温度で加熱し、その後、前記ゴム組成物層を前記発泡温度以上の温度で加熱する
ことにより前記発泡ゴム層を形成する工程を含む
　ことを特徴とするシーリング材の製造方法。
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【請求項４】
　前記ゴム組成物層は、熱分解型発泡剤を含む
　ことを特徴とする請求項３に記載のシーリング材の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シーリング材及びその製造方法に関し、特に、低面圧におけるシール性の向
上に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えば、特許文献１において、金属板の少なくとも一方の面側に、低沸点炭化水
素膨張剤により加熱膨張させたマイクロカプセル状発泡粒子を含有する発泡ゴム層を形成
させてなるガスケット材料が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平０７－２８６１６５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　一方、近年、実用化が進んでいるハイブリッド自動車や電気自動車において、電装部品
保護ケース等の部位でガスケット材の需要が急増している。このような部位は、剛性が低
い一対のフランジが小さなボルトで締結されることにより構成されることが多いため、当
該部位に使用されるガスケットには、当該フランジのうねりにより及び当該ボルトのピッ
チ間において発生する低い締付け面圧で十分なシール性を発揮することが要求される。
【０００５】
　しかしながら、このような低面圧部位に従来のガスケット材を使用した場合には、必ず
しも十分なシール性が得られなかった。また、金属板と発泡ゴム層との密着性が十分でな
いことに起因する不都合が生じることもあった。すなわち、例えば、シールされるべき流
体が金属板と発泡ゴム層との間に浸透することにより、当該金属板と当該発泡ゴム層との
密着性が低下し、その結果、シール性が低下することがあった。
【０００６】
　本発明は、上記課題に鑑みて為されたものであって、低面圧で優れたシール性を示すシ
ーリング材及びその製造方法を提供することをその目的の一つとする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するための本発明の一実施形態に係るシーリング材は、金属板と、前記
金属板の片面又は両面に形成された発泡ゴム層とを有するシーリング材であって、前記発
泡ゴム層の独立気泡率は５０％以上であり、前記発泡ゴム層の表面のＪＩＳ　Ｂ　０６０
１－２００１に準拠した方法により測定される最大高さＲｚは４０μｍ以下であることを
特徴とする。本発明によれば、低面圧で優れたシール性を示すシーリング材を提供するこ
とができる。
【０００８】
　また、前記シーリング材は、水中に浸漬した後にＪＩＳ　Ｋ５６００－５－６に準拠し
たクロスカット法により試験された結果が分類０、分類１又は分類２に該当することとし
てもよい。また、前記発泡ゴム層は、熱分解型発泡剤を含むゴム組成物層の発泡により形
成されたものであることとしてもよい。また、前記発泡ゴム層は、前記金属板の前記片面
又は前記両面に形成されたゴム組成物層を架橋温度以上、発泡温度未満の温度で加熱し、
その後、前記ゴム組成物層を前記発泡温度以上の温度で加熱することにより形成されたも
のであることとしてもよい。
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【０００９】
　上記課題を解決するための本発明の一実施形態に係るシーリング材の製造方法は、金属
板と、前記金属板の片面又は両面に形成された発泡ゴム層とを有するシーリング材を製造
する方法であって、前記金属板の前記片面又は前記両面に形成されたゴム組成物層を架橋
温度以上、発泡温度未満の温度で加熱し、その後、前記ゴム組成物層を前記発泡温度以上
の温度で加熱することにより前記発泡ゴム層を形成する工程を含むことを特徴とする。本
発明によれば、低面圧で優れたシール性を示すシーリング材の製造方法を提供することが
できる。また、前記製造方法において、前記ゴム組成物層は、熱分解型発泡剤を含むこと
としてもよい。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、低面圧で優れたシール性を示すシーリング材及びその製造方法を提供
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の一実施形態に係るシーリング材の一例について、その断面の一部を示す
説明図である。
【図２Ａ】本発明の一実施形態に係る実施例１において、シーリング材の断面を観察した
結果の一例を示す説明図である。
【図２Ｂ】本発明の一実施形態に係る実施例１において、シーリング材の断面を観察した
結果の他の例を示す説明図である。
【図２Ｃ】本発明の一実施形態に係る実施例１において、シーリング材の断面を観察した
結果の他の例を示す説明図である。
【図２Ｄ】本発明の一実施形態に係る実施例１において、シーリング材の断面を観察した
結果の他の例を示す説明図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る実施例１において、シーリング材の特性を評価した結
果の一例を示す説明図である。
【図４Ａ】本発明の一実施形態に係る実施例２において、シーリング材の断面を観察した
結果の一例を示す説明図である。
【図４Ｂ】本発明の一実施形態に係る実施例２において、シーリング材の断面を観察した
結果の他の例を示す説明図である。
【図５】本発明の一実施形態に係る実施例２において、シーリング材の特性を評価した結
果の一例を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下に、本発明の一実施形態について説明する。なお、本発明は、本実施形態に限られ
るものではない。
【００１３】
　図１は、本実施形態に係るシーリング材１の断面の一部を模式的に示す説明図である。
図１に示すように、シーリング材１は、金属板１０と、当該金属板１０の両方の表面１１
に形成された発泡ゴム層２０とを有している。より具体的に、図１に示す例において、シ
ーリング材１は、金属板１０と発泡ゴム層２０とから構成されている。なお、シーリング
材１は、図１に示す例に限られず、金属板１０と、当該金属板１０の片方の表面１１のみ
に形成された発泡ゴム層２０とを有することとしてもよい。
【００１４】
　金属板１０を構成する金属の種類は特に限られないが、例えば、ステンレス鋼板、冷間
圧延鋼板（ＳＰＣＣ）、アルミニウム鋼板等の鋼板を好ましく使用することができる。金
属板１０の厚みは特に限られないが、例えば、０．１～０．３ｍｍであることとしてもよ
い。金属板１０の厚みが０．１ｍｍ未満の場合には、シーリング材１の剛性が低いため、
その持ち運びや組み付け性等のハンドリング性が低下することがある。金属板１０の厚み
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が０．３ｍｍ超の場合には、シーリング材１の重量及びコストが大きくなるため、例えば
、ハイブリッド自動車や電気自動車の小型化及び軽量化に適さないことがある。
【００１５】
　シーリング材１は、金属板１０を有することにより、例えば、フランジのシールに使用
される場合において、当該フランジの形状に合わせて打ち抜き加工することができ、ハン
ドリング性に優れる。
【００１６】
　また、例えば、フランジの薄肉化及び／又は小型化によってシール面の幅が小さくなっ
た場合でも、シーリング材１は、金属板１０を有することにより、当該シール面に対応す
る小さい幅（例えば、２ｍｍ）で打ち抜き加工することができる。
【００１７】
　発泡ゴム層２０は、ゴムポリマー、架橋剤及び発泡剤を含むゴム組成物を金属板１０の
表面１１に塗布し、発泡させることにより形成される。発泡ゴム層２０に含まれるゴムポ
リマーは特に限られないが、例えば、合成ゴムポリマーを好ましく使用することができる
。合成ゴムとしては、例えば、ニトリルゴム（ＮＢＲ）、水素化ニトリルゴム（Ｈ－ＮＢ
Ｒ）、ブタジエンゴム（ＢＲ）、スチレンブタジエンゴム（ＳＢＲ）、エチレンプロピレ
ンゴム（ＥＰＭ、ＥＰＤＭ）及びフッ素ゴム（ＦＫＭ、ＦＦＫＭ）からなる群より選択さ
れる１種以上を好ましく使用することができる。
【００１８】
　発泡ゴム層２０に含まれるゴムポリマーの量は、当該発泡ゴム層２０が所望のゴム弾性
を有する範囲であれば特に限られないが、当該発泡ゴム層２０は、例えば、２０重量％以
上のゴムポリマーを含むこととしてもよく、３０重量％以上のゴムポリマーを含むことと
してもよい。発泡ゴム層２０におけるゴムポリマーの含有量の上限値は特に限られないが
、当該発泡ゴム層２０は、例えば、９０重量％以下のゴムポリマーを含むこととしてもよ
い。すなわち、発泡ゴム層２０は、例えば、２０～９０重量％のゴムポリマーを含むこと
としてもよく、３０～９０重量％のゴムポリマーを含むこととしてもよい。また、発泡ゴ
ム層２０は、例えば、２０～８０重量％のゴムポリマーを含むこととしてもよく、３０～
８０重量％のゴムポリマーを含むこととしてもよい。
【００１９】
　発泡ゴム層２０は、ゴムポリマー以外に、他の成分をさらに含むこととしてもよい。す
なわち、発泡ゴム層２０は、例えば、充填材を含むこととしてもよい。充填材は、シーリ
ング材１の特性（例えば、圧縮性、耐へたり、発泡性）を向上させるものであれば特に限
られないが、例えば、カーボンブラック、炭酸カルシウム、シリカ、クレー及びタルクか
らなる群より選択される１種以上を好ましく使用することができる。また、発泡ゴム層２
０は、粘着付与剤、老化防止剤及びワックスからなる群より選択される１種以上の添加剤
を含むこととしてもよい。
【００２０】
　発泡ゴム層２０の厚みは特に限られないが、例えば、０．１～１．０ｍｍであることと
してもよく、０．１～０．６ｍｍであることとしてもよい。発泡ゴム層２０の厚みが小さ
すぎる場合には、当該発泡ゴム層２０の圧縮弾性が十分でなくなることにより、シーリン
グ材１のシール対象表面（例えば、フランジ表面）に対するなじみ性が劣り、シール性が
低下することがあり、また、当該厚みが大きすぎる場合には、当該発泡ゴム層２０の強度
が十分でなくなることがある。
【００２１】
　また、図１に示す例において、発泡ゴム層２０は、金属板１０の表面１１において単一
の層として形成されている。すなわち、例えば、金属板１０の一方の表面１１に形成され
た発泡ゴム層２０は、当該表面１１にゴム組成物を塗布して単一のゴム組成物層を形成し
、当該ゴム組成物層を発泡させることにより形成された単一の層である。したがって、図
１に示す例において、発泡ゴム層２０の金属板１０側の表面は当該金属板１０の表面１１
と接着し、当該発泡ゴム層２０の当該金属板１０と反対側の表面２１は、シーリング材１
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の最外表面となっている。
【００２２】
　このような金属板１０及び発泡ゴム層２０を有するシーリング材１は、ガスケット等の
様々な用途に好ましく使用される。すなわち、シーリング材１は、例えば、ガスケットの
一部を構成するガスケット用素材であることとしてもよい。
【００２３】
　そして、このシーリング材１において、発泡ゴム層２０の独立気泡率は５０％以上であ
り、当該発泡ゴム層２０の表面２１のＪＩＳ　Ｂ　０６０１－２００１に準拠した方法に
より測定される最大高さＲｚは４０μｍ以下である。
【００２４】
　発泡ゴム層２０の独立気泡率が５０％以上であることにより、シールすべき流体が当該
発泡ゴム層２０に浸透することを効果的に防止することができる。発泡ゴム層２０の独立
気泡率は、６０％以上であることが好ましく、７０％以上であることがより好ましく、８
０％以上であることが特に好ましい。
【００２５】
　発泡ゴム層２０の表面２１の最大高さＲｚが４０μｍ以下であることにより、当該表面
２１は、シールされるべき部位（例えば、フランジ面）に効果的に密着することができる
。したがって、シーリング材１は、比較的低い締付け面圧（例えば、０．２ＭＰａ～２Ｍ
Ｐａ）で使用された場合であっても、優れたシール性を発揮することができる。
【００２６】
　また、シーリング材１は、水中に浸漬した後にＪＩＳ　Ｋ５６００－５－６に準拠した
クロスカット法により試験された結果が分類０、分類１又は分類２に該当することとして
もよい。
【００２７】
　すなわち、まず、シーリング材１を水中に浸漬する。その結果、シーリング材１の発泡
ゴム層２０には、当該発泡ゴム層２０の独立気泡率に応じた量の水が浸透する。次に、水
中から取り出したシーリング材１の金属板１０と発泡ゴム層２０との密着性を、ＪＩＳ　
Ｋ５６００－５－６に規定されるクロスカット法により試験する。そして、その試験結果
は、ＪＩＳ　Ｋ５６００－５－６の表１に示される６種類の分類（分類０～５）のうち、
分類０、分類１又は分類２に該当する。
【００２８】
　より具体的に、まず、シーリング材１のサンプル（例えば、２５ｍｍ×１００ｍｍ）を
準備し、当該サンプルを所定温度（例えば、９０℃）で、水中に所定時間（例えば、２４
時間）浸漬する。
【００２９】
　次に、ＪＩＳ　Ｋ５６００－５－６に規定されるクロスカット法による試験を実施する
。すなわち、浸水後のサンプルの発泡ゴム層２０の表面２１に所定サイズ（例えば、２ｍ
ｍ角）の格子が所定数（例えば、１００個）形成されるように、所定の切り込み工具（カ
ッター）を使用して、当該発泡ゴム層２０に、当該表面２１から金属板１０の表面１１に
到達する切り込み（クロスカット）を形成する。
【００３０】
　さらに、発泡ゴム層２０の表面２１の切り込みが形成された部分（クロスカット部分）
に、所定の透明感圧付着テープを貼り付ける。その後、この付着テープを発泡ゴム層２０
の表面２１から剥がす。そして、付着テープを剥がした後の、発泡ゴム層２０の表面２１
のクロスカット部分の状態を目視で観察する。
【００３１】
　その観察結果（すなわち、クロスカット法による試験結果）は、ＪＩＳ　Ｋ５６００－
５－６に規定されるとおり、「カットのふちが完全に滑らかで、どの格子の目にも剥がれ
がない」場合には「分類０」に該当し、「クロスカット部分で影響を受けているのは明確
に５％を上回ることはない」場合には「分類１」に該当し、「クロスカット部分で影響を
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受けるのは明確に５％を超えるが１５％を上回ることはない」場合には「分類２」に該当
することとなる。
【００３２】
　なお、ＪＩＳ　Ｋ５６００－５－６においては、観察結果が「クロスカット部分で影響
を受けるのは明確に１５％を超えるが３５％を上回ることはない」場合には「分類３」に
該当し、「クロスカット部分で影響を受けるのは明確に３５％を超えるが６５％を上回る
ことはない」場合には「分類４」に該当し、「剥がれの程度が分類４を超える」場合には
「分類５」に該当することも規定されている。
【００３３】
　シーリング材１においては、水中に浸漬された後であっても、上記クロスカット法によ
る試験結果が上記分類０、分類１又は分類２に該当するほど、金属板１０と発泡ゴム層２
０との密着性が高く維持される。
【００３４】
　したがって、シーリング材１は、例えば、比較的低い締付面圧で使用された場合であっ
ても、シールされるべき流体が金属板１０と発泡ゴム層２０との間に浸透することを効果
的に回避し、当該金属板１０と当該発泡ゴム層２０との高い密着性を効果的に維持するこ
とにより、優れたシール性を発揮することができる。
【００３５】
　発泡ゴム層２０は、上述のとおり、ゴム組成物を金属板１０の表面１１で発泡させるこ
とにより形成される。すなわち、まず、ゴムポリマー、架橋剤及び発泡剤を含むゴム組成
物を調製し、次いで、当該ゴム組成物を金属板１０の表面１１に塗布することによりゴム
組成物層を形成する。その後、ゴム組成物層に対して加熱等の処理を施すことにより、架
橋及び発泡を行う。
【００３６】
　発泡剤は、ゴム組成物の発泡による発泡ゴム層２０の形成を可能にするものであれば特
に限られないが、例えば、熱分解型発泡剤又はマイクロカプセル型発泡剤を使用すること
ができる。
【００３７】
　すなわち、発泡ゴム層２０は、熱分解型発泡剤を含むゴム組成物層の発泡により形成さ
れたものであることとしてもよい。熱分解型発泡剤は、加熱により分解してガスを発生さ
せる発泡剤である。熱分解型発泡剤は、特に限られず、有機系熱分解型発泡剤及び／又は
無機系熱分解型発泡剤を使用することができ、発生するガスの量が比較的多い有機系熱分
解型発泡剤を好ましく使用することができる。
【００３８】
　具体的に、有機系熱分解型発泡剤としては、例えば、ジニトロソペンタメチレンテトラ
ミン（ＤＰＴ）系発泡剤、アゾジカルボンアミド（ＡＤＣＡ）系発泡剤、ｐ，ｐ´－オキ
シビスベンゼンスルホニルヒドラジド（ＯＢＳＨ）系発泡剤及びヒドラゾジカルボンアミ
ド（ＨＤＣＡ）系発泡剤からなる群より選択される１種以上を使用することができる。無
機系熱分解型発泡剤としては、例えば、炭酸水素ナトリウムを使用することができる。
【００３９】
　また、発泡ゴム層２０は、マイクロカプセル型発泡剤を含むゴム組成物層の発泡により
形成されたものであることとしてもよい。マイクロカプセル型発泡剤は、膨張可能な外殻
と、当該外殻の内部に封入された熱膨張性物質（例えば、炭化水素）とを有する発泡剤で
ある。マイクロカプセル型発泡剤の外殻は、例えば、アクリル系樹脂等の熱可塑性樹脂か
ら構成される。
【００４０】
　発泡ゴム層２０が、熱分解型発泡剤を含むゴム組成物層の発泡により形成されたもので
ある場合、当該発泡ゴム層２０は、優れた柔軟性を示し、且つ応力緩和が小さいため、シ
ールされるべき部位に対して優れた密着性を有し、優れたシール性を示す。
【００４１】
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　すなわち、発泡ゴム層２０が、マイクロカプセル型発泡剤を含むゴム組成物層の発泡に
より形成されたものである場合には、当該発泡ゴム層２０内に当該マイクロカプセル型発
泡剤の樹脂製の外殻が必然的に残存するため、当該発泡ゴム層２０は、比較的硬いものと
なり、また、加熱されると当該外殻の軟化による応力緩和（例えば、へたり）を引き起こ
す。
【００４２】
　これに対し、熱分解型発泡剤を含むゴム組成物層の発泡により形成された発泡ゴム層２
０においては、上記のようなマイクロカプセル型発泡剤を使用する場合の問題が生じない
。なお、一般に、発泡ゴム層２０の内部にマイクロカプセル型発泡剤の外殻が存在してい
ない場合、当該発泡ゴム層２０は、熱分解型発泡剤を使用した発泡により形成されたもの
であると推測される。
【００４３】
　発泡ゴム層２０は、金属板１０の表面１１に形成されたゴム組成物層を架橋温度以上、
発泡温度未満の温度（以下、「第一の加熱温度」という。）で加熱し、その後、当該ゴム
組成物層を当該発泡温度以上の温度（以下、「第二の加熱温度」という。）で加熱するこ
とにより形成されたものであることとしてもよい。
【００４４】
　すなわち、この場合、発泡ゴム層２０は、ゴム組成物層を第一の加熱温度で加熱するこ
とにより、当該ゴム組成物層を実質的に発泡させることなく架橋を選択的に進行させる第
一の工程と、次いで、当該ゴム組成物層を当該第一の加熱温度より高い第二の加熱温度で
加熱することにより、発泡ガスを発生させるとともに架橋をさらに進行させる第二の工程
とにより形成される。
【００４５】
　ゴム組成物層は、上述のとおり、ゴムポリマー、架橋剤及び発泡剤を含むゴム組成物を
金属板１０の表面１１に塗布することにより形成される。架橋剤は、ゴムポリマーの架橋
を引き起こすものであれば特に限られないが、例えば、硫黄、アミン系架橋剤、ポリオー
ル系架橋剤、キノイド系架橋剤及びビスマレイミド系架橋剤からなる群より選択される１
種以上を使用することができる。発泡剤は、その発泡温度が架橋温度より高いものを使用
する。なお、一般に、熱分解型発泡剤の発泡温度は、その分解温度以上の温度である。
【００４６】
　架橋温度以上の温度とは、ゴム組成物層を当該温度で加熱することにより、当該ゴム組
成物層において架橋が進行する温度である。発泡温度未満の温度とは、ゴム組成物層を当
該温度で加熱しても、当該ゴム組成物層が実質的に発泡しない温度であり、例えば、当該
ゴム組成物層の発泡倍率が１．５倍未満に維持される温度である。なお、ゴム組成物層の
発泡倍率が１．５倍未満に維持される温度とは、当該ゴム組成物層の体積が１．５倍未満
に維持される温度であり、当該ゴム組成物層の体積が１．５倍以上に増加しない温度であ
る。
【００４７】
　発泡温度以上の温度とは、ゴム組成物層を当該温度で加熱することにより、当該ゴム組
成物層を実質的に発泡させる温度であり、例えば、当該ゴム組成物層の発泡倍率が１．５
倍以上となる温度（当該ゴム組成物層の体積が１．５倍以上に増加する温度）である。
【００４８】
　第一の加熱温度は、架橋温度以上、発泡温度未満の温度であれば特に限られないが、例
えば、１３０～１６０℃の範囲内の温度であることとしてもよい。第二の加熱温度は、発
泡温度以上の温度であれば特に限られないが、例えば、２００～２３０℃の範囲内であっ
て第一の加熱温度より高い温度であることとしてもよい。
【００４９】
　第一の工程においては、ゴム組成物層を第一の加熱温度で加熱することにより、当該ゴ
ム組成物層の実質的な発泡が起こる前に、予備的な架橋（例えば、部分的な架橋）を行う
。そして、続く第二の工程においては、予備架橋されたゴム組成物層を第二の加熱温度で
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加熱することにより、当該ゴム組成物層の実質的な発泡を行うとともに、架橋をさらに進
行させ、発泡ゴム層２０を形成する。
【００５０】
　このような第一の工程及び第二の工程を含む２段階法によれば、上述したような独立気
泡率の高い発泡構造と、平滑化された表面２１とを兼ね備えた発泡ゴム層２０を有するシ
ーリング材１を効果的に製造することができる。さらに、発泡ゴム層２０には、緻密な発
泡構造が形成される。また、上述のとおり、金属板１０と発泡ゴム層２０との密着性に優
れたシーリング材１を効果的に製造することもできる。
【００５１】
　発泡ゴム層２０は、金属板１０の表面１１に形成されたゴム組成物層を金型内で発泡さ
せることにより形成されたものであることとしてもよい。すなわち、この場合、表面１１
にゴム組成物層が形成された金属板１０を金型内に配置し、当該金型内において、当該ゴ
ム組成物層を発泡させる。具体的に、例えば、金型内に、未発泡のゴム組成物層が形成さ
れた金属板１０を配置し、次いで、発泡後のゴム組成物層の表面（すなわち、発泡ゴム層
２０の表面２１）が当該金型の内面と接するように、当該ゴム組成物層の発泡を行う。そ
して、発泡ゴム層２０の表面２１を金型の内面から剥離させて、当該発泡ゴム層２０を有
するシーリング材１を得る。
【００５２】
　なお、この方法においては、金型を備えた特別な設備を使用することが必須となるが、
上述した予備架橋を行う２段階法においては、当該特別な設備を使用する必要がなく、シ
ール性に優れたシーリング材１を簡便に且つ効率よく製造することができる。また、金型
内の発泡においては、例えば、発泡剤の使用量が多い場合には、金属板１０と発泡ゴム層
２０との間における発泡ガスの圧力により、当該発泡ゴム層２０の当該金属板１０からの
剥離が生じることがあり、また、例えば、金型の開放時に当該発泡ゴム層２０の内部に閉
じ込められていた発泡ガスによりその表面に大きな気泡が形成されてしまうことがあるた
め、当該発泡の条件を適切に設定する必要がある。これに対し、予備架橋を行う２段階法
及び当該２段階法により製造されるシーリング材１においては、金型内で発泡を行う場合
に生じる上述したような問題は生じない。
【００５３】
　発泡ゴム層２０は、厚みが０．２ｍｍ以下のゴム組成物層の発泡により形成されたもの
であることとしてもよい。すなわち、この場合、まず、厚みが０．２ｍｍ以下の薄いゴム
組成物層を金属板１０の表面１１に形成し、次いで、当該ゴム組成物層を発泡させること
により、発泡ゴム層２０を形成する。なお、この場合のゴム組成物層の発泡前の厚みは特
に限られないが、例えば、０．０５ｍｍ以上であることとしてもよい。
【００５４】
　発泡前のゴム組成物層の厚みが大きくなると、当該ゴム組成物層（例えば、トルエン等
の溶媒を含む液状のゴム組成物の層）に含まれる溶媒の量が必然的に多くなり、その結果
、当該ゴム組成物層の乾燥に要する時間が長くなる。ゴム組成物層の乾燥に要する時間が
長くなると、製造時間が長くなり、製造コストが増加する。すなわち、ゴム組成物層の乾
燥時間が長くなると、乾燥中に、当該ゴム組成物層の表面に不要な泡が発生することがあ
り、この場合、最終的に形成されるシーリング材１のシール性及び外観に好ましくない影
響が生じる。また、乾燥時間を短縮するために乾燥温度を上げると、急激な乾燥によって
ゴム組成物層の表面に不要な泡が発生してしまい、シーリング材１のシール性及び外観に
好ましくない影響が生じる。
【００５５】
　これに対し、発泡前のゴム組成物層の厚みが０．２ｍｍ以下である場合には、当該ゴム
組成物層（例えば、トルエン等の溶媒を含む液状のゴム組成物の層）を短時間で速やかに
乾燥させることができるため、上述のような不要な泡の発生を効果的に回避することがで
き、シール性及び外観に優れたシーリング材１を確実に製造することができる。
【００５６】
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　なお、発泡前のゴム組成物層の厚さは、例えば、シーリング材１の発泡ゴム層２０を、
その厚さが変化しなくなるまで圧縮した場合における、当該圧縮後の発泡ゴム層２０の厚
さとして求めることができる。
【００５７】
　次に、本実施形態に係る具体的な実施例について説明する。
【実施例１】
【００５８】
［ゴム組成物層の形成］
　まず、ゴムポリマー、架橋剤及び発泡剤を含むゴム組成物を調製した。すなわち、第一
のＮＢＲポリマー（ＪＳＲ　Ｎ２３４Ｌ、ＪＳＲ株式会社製）１００．０重量部と、第二
のＮＢＲポリマー（Ｎｉｐｏｌ　１３１２、日本ゼオン株式会社製）１２．５重量部と、
カーボンブラック（ＭＴカーボン、Ｃａｂｏｔ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ製）５０．０重
量部と、亜鉛華２種５．０重量部と、ステアリン酸０．５重量部と、老化防止剤１１．５
重量部と、粘着付与剤２．５重量部とを混合することにより、ゴムコンパウンド１８２．
５重量部を調製した。
【００５９】
　次に、このゴムコンパウンド１８２．５重量部と、架橋剤（硫黄）２．０重量部と、熱
分解型発泡剤（ＣＡＰ２５０、三協化成株式会社製）１２．０重量部又はマイクロカプセ
ル型発泡剤（９２０ＤＵ８０、日本フィライト株式会社製）１２．０重量部と、架橋促進
剤４．４重量部とを混合することにより、ゴム組成物２００．４重量部を調製した。
【００６０】
　さらに、このゴム組成物２００．４重量部に、溶媒としてトルエン３１９．８重量部を
混合することにより、固形分濃度が３８重量％の液状の塗布液を調製した。
【００６１】
　一方、金属板（ＳＰＣＣ、厚み０．１５ｍｍ）の両面を脱脂し、さらに、プライマー（
ノボラックフェノール型フェノール樹脂をメチルエチルケトンで希釈率５％となるように
溶解したプライマー液）をディッピング法により塗布し、１６０℃で、３分処理した。
【００６２】
　そして、金属板の各表面に、上述のゴム組成物を含む塗布液を塗布し、乾燥することに
より、ゴム組成物層を形成した。片面に形成されたゴム組成物層の厚み（発泡前の厚み）
は０．２ｍｍであった。ゴム組成物層の厚みは、市販の装置（ダイアルゲージＤＧ－９２
５、株式会社小野測器製）を使用して、圧縮具（直径１０ｍｍ）で当該ゴム組成物層の表
面に１０ｇの荷重を負荷した状態における当該ゴム組成物層の厚み（金属板の表面からゴ
ム組成物層の表面までの長さ）として測定した。
【００６３】
［比較例１－１］
　通常の方法により、比較例１－１に係るシーリング材を製造した。すなわち、熱分解型
発泡剤を含むゴム組成物層が両面に形成された金属板１０をオーブン中に配置し、２１０
℃で、１０分加熱することにより、当該ゴム組成物層の架橋及び発泡を行い、比較例１－
１に係るシーリング材を得た。
【００６４】
［比較例１－２］
　上述の比較例１－１と同様に、マイクロカプセル型発泡剤を含むゴム組成物層が両面に
形成された金属板１０をオーブン内で加熱することにより、比較例１－２に係るシーリン
グ材を得た。
【００６５】
［実施例１－１］
　ゴム組成物層を金型内で発泡させることにより、実施例１－１に係るシーリング材を製
造した。すなわち、熱分解型発泡剤を含むゴム組成物層が両面に形成された金属板１０を
、スペーサーで隙間が１．５ｍｍに調節された金型内に配置した。
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【００６６】
　そして、プレス装置により金型を所定面圧となるように絞めつけた状態で、２１０℃で
、１０分加熱することにより、ゴム組成物層の架橋及び発泡を行い、実施例１－１に係る
シーリング材を得た。
【００６７】
［実施例１－２］
　上述の実施例１－１と同様にして、マイクロカプセル型発泡剤を含むゴム組成物層が両
面に形成された金属板１０を金型内で加熱することにより、実施例１－２に係るシーリン
グ材を得た。
【００６８】
［発泡ゴム層の厚み］
　シーリング材の片面の発泡ゴム層の厚さ（発泡後の厚さ）を、上述した発泡前の厚みと
同様にして測定した。
【００６９】
［最大高さＲｚ］
　市販の表面粗さ形状測定装置（サーフコム１３０Ａ、株式会社東京精密製）を使用して
、ＪＩＳ　Ｂ　０６０１－２００１に準拠した方法により、シーリング材の発泡ゴム層の
表面の最大高さＲｚを測定した。
【００７０】
　すなわち、まず、発泡ゴム層の表面上に、測定用の圧子（触針）を下ろした。そして、
この圧子を長さ４ｍｍの範囲で０．６ｍ／分の速度で動かし、当該範囲内における最大高
さＲｚを測定した。
【００７１】
［独立気泡率］
　発泡ゴム層の独立気泡率を測定した。すなわち、まず、シーリング材からサンプル（３
０ｍｍ×３０ｍｍ）を切り出し、その重量（浸水前の重量）を測定した。次いで、このサ
ンプルを水中に浸漬し、真空減圧を行った。この真空減圧は、浸水後のサンプルの重量が
一定になるまで実施した。その後、サンプルを水中から取り出し、その重量（浸水後の重
量）を測定した。
【００７２】
　そして、次の式により、発泡ゴム層に浸透した水の体積を求めた：発泡ゴム層に浸透し
た水の体積（ｃｍ３）＝（浸水後の重量（ｇ）－浸水前の重量（ｇ））÷水の比重（１ｇ
/ｃｍ３）。なお、発泡ゴム層に浸透した水の体積は、当該発泡ゴム層の連通気泡の体積
に相当する。
【００７３】
　一方、次の式により、発泡ゴム層の全気泡の体積（連通気泡の体積と独立気泡の体積と
の和）を求めた：発泡ゴム層の全気泡の体積＝発泡ゴム層の体積－発泡前のゴム組成物層
（発泡前のゴム組成物層の厚さに基づき算出）の体積。なお、発泡ゴム層の体積は、当該
発泡ゴム層の厚さに、その面積（３０ｍｍ×３０ｍｍ）を乗じることにより算出した。発
泡前のゴム組成物層の体積は、発泡前の当該ゴム組成物層の厚さに、その面積（３０ｍｍ
×３０ｍｍ）を乗じることにより算出した。
【００７４】
　そして、次の式により、発泡ゴム層の独立気泡率を求めた：独立気泡率（％）＝（発泡
ゴム層の全気泡の体積－発泡ゴムに浸透した水の体積）÷発泡ゴムの全気泡の体積×１０
０。
【００７５】
［最小シール面圧］
　シーリング材のシール性を示す指標として、最小シール面圧を測定した。最小シール面
圧は、シールすべき流体の漏れを生じさせない締付け面圧の最小値を示す。すなわち、シ
ーリング材は、その最小シール面圧以上の締付け面圧で、シールすべき流体の漏れを生じ
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させない。
【００７６】
　したがって、シーリング材の最小シール面圧が小さいほど、当該シーリング材は低い締
付け面圧で十分なシール性を発揮できることになる。すなわち、最小シール面圧が小さい
ほど、低面圧でのシール性が優れていることになる。
【００７７】
　シールすべき流体としては、空気を使用した。シールされるべき部材として、円筒形状
であって中央にボルト穴を通すための貫通穴が形成されたＳＵＳ製の一対のフランジ（直
径６０ｍｍ、厚み３０ｍｍ）を使用した。
【００７８】
　まず、一対のフランジの間に、締付け面圧が０．２ＭＰａとなるように、シーリング材
及びスペーサーを配置し、締め付けた。次いで、フランジ内の内圧を１００ｋＰａまで増
加させた。そして、内圧を１００ｋＰａで１分間維持した場合に、空気の漏れが生じるか
どうかを確認した。漏れの有無は、フランジ外周に界面活性剤を含む水溶液を塗布し、当
該フランジ外周に泡が発生するかどうかにより確認した。
【００７９】
　漏れが発生した場合には、フランジの締付けを解除してシーリング材及びスペーサーを
取り外し、次いで、締付け面圧を０．０５ＭＰａ増加させる新たなスペーサーとともに当
該シーリング材を当該フランジの間に再配置し、締め付けた。そして、上述の場合と同様
に、内圧を１００ｋＰａで１分間維持した場合に、空気の漏れが生じるかどうかを確認し
た。
【００８０】
　このように、スペーサーを交換することにより締付け面圧を０．０５ＭＰａずつ増加さ
せながら、各締付け面圧における漏れの有無を確認した。そして、漏れが生じないことが
初めて確認された締付け面圧を、最小シール面圧（ＭＰａ）として得た。
【００８１】
［応力緩和率］
　シーリング材のシール性を示す他の指標として、応力緩和率を測定した。応力緩和率は
、シーリング材を所定の締付け面圧で締め付けた場合において、締付け開始から所定時間
が経過した時点における締付け面圧の低下の割合を示す。
【００８２】
　したがって、シーリング材の応力緩和率が小さいほど、当該シーリング材はシール性の
経時的な低下が少ないことになる。すなわち、応力緩和率が小さいほど、シール性が優れ
ていることになる。
【００８３】
　まず、シーリング材から切り出したサンプル（３０ｍｍ×３０ｍｍ）を、市販の圧縮引
っ張り試験機（オートグラフＡＧ５０ｋＧＮ、株式会社島津製作所製）にセットした。次
いで、このサンプルを初期面圧０．３ＭＰａで圧縮し、２５℃で１時間維持した。その後
、圧縮開始から１時間経過した時点における面圧を測定した。
【００８４】
　そして、次の式により、応力緩和率を求めた：応力緩和率＝（初期面圧－圧縮開始後１
時間の時点での面圧）÷初期面圧×１００（％）。
【００８５】
［断面写真］
　シーリング材の一部を切断し、その断面を光学差顕微鏡により観察した。
【００８６】
［結果］
　図２Ａ、図２Ｂ、図２Ｃ及び図２Ｄには、それぞれ比較例１－１、実施例１－１、比較
例１－２及び実施例１－２に係るシーリング材の断面の光学顕微鏡写真を示す。図２Ａ～
図２Ｄに示すように、金型内の発泡により形成された発泡ゴム層（図２Ｂ及び図２Ｄ）は
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、金型を使用しない通常の発泡により形成された発泡ゴム層（図２Ａ及び図２Ｃ）に比べ
て、より緻密な気泡構造と、より平滑な表面とを有することが確認された。
【００８７】
　図３には、各シーリング材について、その製造に使用された発泡方法及び発泡剤ととも
に、発泡ゴム層の発泡前後の厚み、独立気泡率及び最大高さＲｚと、当該シーリング材の
最小シール面圧及び応力緩和率とを評価した結果を示す。
【００８８】
　図３に示すように、実施例１－１及び実施例１－２に係る発泡ゴム層の厚みは、金型の
使用により所望の範囲に制御され、比較例１－１及び比較例１－２に係る発泡ゴム層のそ
れに比べて低減された。
【００８９】
　また、熱分解型発泡剤を使用した場合、金型内での発泡により形成された発泡ゴム層（
実施例１－１）の独立気泡率は、通常の発泡により形成されたもの（比較例１－１）のそ
れに比べて顕著に増加した。一方、マイクロカプセル型発泡剤を使用した場合には、発泡
方法にかかわらず高い独立気泡率が得られた。
【００９０】
　また、実施例１－１及び実施例１－２に係る発泡ゴム層の表面の最大高さＲｚは、比較
例１－１及び比較例１－２に係る発泡ゴム層のそれに比べて顕著に低減された。すなわち
、金型内での発泡により、発泡ゴム層の表面が顕著に平滑化された。
【００９１】
　また、実施例１－１及び実施例１－２に係るシーリング材の最小シール面圧は、比較例
１－１及び比較例１－２に係るシーリング材のそれに比べて顕著に低かった。すなわち、
金型内での発泡により、シーリング材の低面圧におけるシール性が顕著に向上した。
【００９２】
　また、熱分解型発泡剤を使用して製造したシーリング材（比較例１－１及び実施例１－
１）の応力緩和率は、マイクロカプセル型発泡剤を使用して製造されたシーリング材（比
較例１－２及び実施例１－２）のそれに比べて顕著に小さかった。
【００９３】
　すなわち、発泡方法にかかわらず、熱分解型発泡剤を使用して形成された発泡ゴム層を
有するシーリング材は、マイクロカプセル型発泡剤を使用して形成された発泡ゴム層を有
するシーリング材に比べて、シール性に優れていることが確認された。
【実施例２】
【００９４】
［ゴム組成物層の形成］
　まず、ゴムポリマー、架橋剤及び発泡剤を含むゴム組成物を調製した。すなわち、ＮＢ
Ｒポリマー（Ｎｉｐｏｌ　ＤＮ　３３３５、日本ゼオン株式会社製）１００．００重量部
と、重質炭酸カルシウム（ＴＳＳ＃１００、日東粉化工業株式会社製）１０３．７８重量
部と、亜鉛化華２種３．１９重量部と、ステアリン酸０．３２重量部と、老化防止剤４．
１５重量部と、粘着付与剤１．６０重量部と、ワックス０．６４重量部とを混合すること
により、ゴムコンパウンド２１３．６８重量部を調製した。
【００９５】
　次に、このゴムコンパウンド２１３．６８重量部と、架橋剤（硫黄）２．２５重量部と
、熱分解型発泡剤（セルマイクＣ－２、三協化成株式会社製）１２．０重量部と、架橋促
進剤２．３８重量部とを混合することにより、ゴム組成物２３５．３２重量部を調製した
。
【００９６】
　さらに、このゴム組成物２３５．３２重量部に、溶媒としてトルエン３８０．０６重量
部を混合することにより、固形分濃度が３８重量％の液状の塗布液を調製した。
【００９７】
　一方、金属板（ＳＰＣＣ、厚み０．１５ｍｍ）の両面を脱脂し、さらに、プライマー（
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ノボラックフェノール型フェノール樹脂をメチルエチルケトンで希釈率５％となるように
溶解したプライマー液）をディッピング法により塗布し、１６０℃で、３分処理した。
【００９８】
　そして、金属板の各表面に、上述のようにして調製した塗布液を塗布し、乾燥すること
により、ゴム組成物層を形成した。このゴム組成物層の厚み（発泡前の厚み）は０．１５
ｍｍであった。
【００９９】
［比較例２］
　通常の方法により、比較例２に係るシーリング材を製造した。すなわち、上述のように
して熱分解型発泡剤を含むゴム組成物層が両面に形成された金属板１０をオーブン中に配
置し、２１０℃で、１０分加熱することにより、当該ゴム組成物層の架橋及び発泡を行い
、比較例２に係るシーリング材を得た。
【０１００】
［実施例２］
　予備架橋を含む２段階法、すなわち、まずゴム組成物層を架橋温度以上、発泡温度未満
の第一の加熱温度で加熱し、その後、当該ゴム組成物層を当該発泡温度以上の第二の加熱
温度で加熱することにより、実施例２に係るシーリング材を製造した。
【０１０１】
　すなわち、まず、金属板の両面に形成されたゴム組成物層を１６０℃（第一の加熱温度
）で８分加熱することにより、当該ゴム組成物層の予備的な架橋を行った。次いで、予備
架橋されたゴム組成物層を２１０℃（第二の加熱温度）で１０分加熱することにより、当
該ゴム形成物層の発泡及びさらなる架橋を行い、発泡ゴム層を形成した。こうして予備架
橋工程を含む２段階法により実施例２に係るシーリング材を得た。
［吸水率］
【０１０２】
　シーリング材の吸水率を測定した。すなわち、まず、シーリング材からサンプル（３０
ｍｍ×３０ｍｍ）を切り出し、その重量（浸水前の重量）を測定した。次いで、このサン
プルを９０℃の水中に２４時間浸漬した。その後、サンプルを水中から取り出し、その重
量（浸水後の重量）を測定した。
【０１０３】
　そして、次の式により、吸水率を求めた：吸水率（％）＝（浸水後の発泡ゴム層の重量
－浸水前の発泡ゴム層の重量）÷（浸水前の発泡ゴム層の重量）×１００。
【０１０４】
［発泡ゴム層と金属板との密着性］
　水中に浸漬した後のシーリング材について、ＪＩＳ　Ｋ５６００－５－６に準拠したク
ロスカット法による試験を行い、発泡ゴム層と金属板との密着性を評価した。
【０１０５】
　すなわち、まず、シーリング材から切り出した（３０ｍｍ×３０ｍｍ）を９０℃の水中
に２４時間浸漬した。その後、サンプルを水中から取り出し、当該サンプルのクロスカッ
ト法による試験を実施した。
【０１０６】
　具体的に、独立気泡率に応じた量の水を含んだ浸水後のサンプルの発泡ゴム層の表面に
２ｍｍ角の格子が１００個形成されるように、当該発泡ゴム層に、当該表面側からカッタ
ーを使用して切り込み（クロスカット）を形成した。
【０１０７】
　次いで、発泡ゴム層の表面の切り込みが形成されたクロスカット部分に、透明感圧付着
テープ（セロテープ（登録商標）　ＣＴ４０５ＡＰ－２４、ニチバン株式会社製）を貼り
付けた。その後、この付着テープを発泡ゴム層の表面から剥がした。
【０１０８】
　そして、付着テープを剥がした後の、発泡ゴム層の表面のクロスカット部分の状態を観
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察した。さらに、その観察結果が、ＪＩＳ　Ｋ５６００－５－６の表１に示される６種類
の分類（分類０～５）のうちいずれの分類に該当するかを評価した。
【０１０９】
［その他の評価］
　上述の実施例１と同様に、発泡ゴム層の厚み、独立気泡率及び最大高さＲｚの測定と、
シーリング材の最小シール面圧の測定及び断面の観察とを行った。
［結果」
【０１１０】
　図４Ａ及び図４Ｂには、それぞれ比較例２及び実施例２に係るシーリング材の断面の光
学顕微鏡写真を示す。図４Ａ及び図４Ｂに示すように、予備架橋を含む２段階法により形
成された実施例２に係る発泡ゴム層（図４Ｂ）は、通常法により形成された比較例２に係
る発泡ゴム層（図４Ａ）に比べて、より顕著に緻密な気泡構造と、より顕著に平滑な表面
とを有することが確認された。
【０１１１】
　図５には、各シーリング材について、その製造に使用された発泡方法及び発泡剤の種類
とともに、発泡ゴム層の発泡前後の厚み、独立気泡率及び最大高さＲｚと、当該シーリン
グ材の最小シール面圧及び吸水率と、発泡ゴム層と金属板との密着性とを評価した結果を
示す。
【０１１２】
　図５に示すように、実施例２に係る発泡ゴム層の厚みは、比較例２に係る発泡ゴム層の
それに比べて低減された。また、実施例２に係る発泡ゴム層の独立気泡率は、比較例２に
係る発泡ゴム層のそれに比べて顕著に増加した。
【０１１３】
　また、実施例２に係る発泡ゴム層の表面の最大高さＲｚは、比較例２に係る発泡ゴム層
のそれに比べて顕著に低減された。すなわち、予備架橋を含む２段階法により、発泡ゴム
層の表面が効果的に平滑化された。
【０１１４】
　また、実施例２に係るシーリング材の最小シール面圧は、比較例２に係るシーリング材
のそれに比べて顕著に低かった。すなわち、予備架橋を含む２段階法により、シーリング
材の低面圧におけるシール性が顕著に向上した。
【０１１５】
　また、実施例２に係るシーリング材の吸水率は、比較例２に係るシーリング材のそれに
比べて顕著に低かった。すなわち、予備架橋を含む２段階法により得られたシーリング材
においては、流体の浸透が効果的に抑制されていた。
【０１１６】
　さらに、比較例２に係るシーリング材のクロスカット法による分類は、「分類３」に該
当していた。すなわち、比較例２に係るシーリング材において、発泡ゴム層のクロスカッ
ト部分の１５％超が損傷していた。
【０１１７】
　これに対し、実施例２に係るシーリング材のクロスカット法による分類は、「分類１」
に該当していた。すなわち、実施例２に係るシーリング材において、発泡ゴム層のクロス
カット部分の損傷は、５％以下に過ぎなかった。
【０１１８】
　このように、予備架橋を含む２段階法により得られたシーリング材においては、水中に
浸漬された後であっても、発泡ゴム層と金属板との高い密着性が維持されていた。
【０１１９】
　このクロスカット法の試験結果は、上述した吸水率の評価結果からも支持されるもので
あった。すなわち、予備架橋を含む２段階法により得られたシーリング材は、加圧された
シールされるべき流体と接触した場合であっても、発泡ゴム層と金属板との間への当該流
体の浸透が効果的に抑制され、さらに当該発泡ゴム層と金属板との高い密着性が効果的に
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維持されることにより、優れたシール性を発揮できることが確認された。
【符号の説明】
【０１２０】
　１　シーリング材、１０　金属板、１１　金属板の表面、２０　発泡ゴム層、２１　発
泡ゴム層の表面。

【図１】

【図３】

【図５】
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【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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【図２Ｃ】

【図２Ｄ】
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【図４Ａ】

【図４Ｂ】
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